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― 通級による指導が必要であるかどうか一緒に考えます ― 

〇 通級による指導とは、 

  小学校・中学校・高等学校で、通常の学級での学習や生活においておおむね参加でき、一部特別な指導を必要と

する児童生徒に対して、各教科等の授業は通常の学級で行いつつ、障害に応じた特別な指導を「通級指導教室」と

いった特別の場で行う特別支援教育の形態の一つです。 

  本市では、対象児童生徒が在籍する小・中・高等学校に「特別支援教室」を設置し、巡回指導担当者（通級に 

よる指導の担当者）による「自立活動」の指導を行います。 

問い合わせ先 特別支援教育相談センター（９２１－２２３０）通級相談担当者 村川・金田 

対象となる障害種 

〇 難聴・言語の通級による指導（難聴、言語障害） 

〇 自閉症・情緒の通級による指導（自閉症、情緒障害） 

〇 弱視の通級による指導（弱視） 

〇 ＬＤ・ＡＤＨＤの通級による指導（ＬＤ、ＡＤＨＤ） 

〇

 

（下線は令和６年度新設） 

〇

〇

〇 指導回数 週 1回～月１回 

〇 指導形態 個別指導が基本 

〇 指導内容 「自立活動」 

 言語障害や難聴、弱視、情緒障害のいずれかに軽度の障害のある者や、

医療機関においてＬＤ・ＡＤＨＤ、自閉症スペクトラム障害、もしくはそ

の疑いがあるとの診断及び判断を受けている者で、通級による指導が適切

であると思われる者 

〇申込期間 令和６年４月２５日(月)～令和６年７月３１日(水) 

〇提出書類  

      

      高等学校  

      

 北九州市立高校入学後、通級による指導の申込みをします。 

 対象者は、小・中学校で通常の学級に在籍し通級による指導を受けていた児童

生徒と特別支援学級（自閉症・情緒障害）に在籍していた児童生徒のうち希望す

る者です。 

 県立高校では、県立ひびき高等学校でも通級による指導（他校通級）が実施さ

れています。 

 



通級相談の流れと事務手続き 

 

 
 〇４月の配信文書で確認   

     

 

 

〇保護者と通級による指導の必要性について確認 

〇以下の事項を保護者と確認 
 ・通級による指導は週１回程度である 

 ・本人が通級による指導を受けることを同意している 

 ・指導内容は教科等の補充指導ではなく、「自立活動」

の指導である 

 ・「特別支援教室」に通級している時間は、在籍学級の

教科等の授業を受けられない 

 ・３年間、もしくは主訴の改善で通級による指導は終了

する 

 ・通級相談会に参加する必要がある 

 ・結果は２月上旬になる 

  

     

 

 ➀「通級による指導（特別支援教室）申込書」（様

式１：保護者記入欄、学校記入欄） 

➁「通級による指導（特別支援教室）申込者参考資

料」 

  

     

 
 
〇提出書類➀➁を確認した上で、厳封し庁内メー

ル等で特別支援教育相談センターに提出 
  

     

 
 

〇申込書等を確認の上で、 

➀担当者より保護者へ相談日と会場を連絡 

➁相談日・会場決定後、学校（管理職）へ報告 

  

     

 

 

〇主訴の確認 

〇学校・家庭での様子の聞き取り 

〇専門機関に関する情報の確認 

〇通級による指導の条件の確認 

〇保護者へＳ-Ｍ社会生活能力検査の実施 

〇本人へ心理発達検査（田中ビネー知能検査Ⅴ）の

実施 

〇判定会議 

 

 

     

  

〇２月から順次 

〇保護者に結果を電話連絡 

〇次年度から通級による指導を開始する児童生徒

について、在籍校へ連絡 

〇在学校には「通級による指導の該当者について」

の通知文でも連絡 

  

     

  
〇４月以降、担当する巡回指導拠点校の担当者よ

り、保護者及び在学校に指導開始日の連絡 
  

※ 通級による指導の継続者については、（様式９）「通級による指導の継続について」（通知）で連絡します。 

※ 通級による指導の終了者については、（様式７）「通級による指導の終了について」（通知）で連絡します。 

募集開始 

提出書類準備 

受  付 

通級相談 

結果連絡 

校内支援委員会 

・「通級相談申込書」等は

特別支援教育相談セン

ターＨＰの通級相談事

業よりダウンロード可 

申込書等提出 

・自立活動については、リ

ーフレット「北九州市の

特別支援教育」の「10 

ニーズのある子どもの指

導内容」を参照 

・校内支援委員会を開催

し、保護者と通級による

指導の必要性について話

し合う 

・通級相談は平日実施であ

ることを保護者へ伝える 

・通級相談に要する時間は

「出席扱い」となる 

【通級による指導の条件】 

・通級による指導を受けることに、

子どもも同意していること 

・通級による指導を受けている時

間は、在学校での教科等の指導を

受けることができないことを了

解していること 

・通級による指導は、教科等、学習

の補充時間ではないことを了解

していること 

・難聴・言語、弱視の通級による指

導以外は、通級による指導は３年

間で終了し、継続できないこと 

・申込者全員「通級による

指導（特別支援教室）申

込者参考資料」の作成が

必要です 

・通級相談の申込みは、学

校長からの申込みとなり

ます 

担当者連絡 


